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岡 事 指 第 ７６５号  

平成２８年９月２６日 

 

各 介護保険施設・介護サービス事業所 管理者 様  

  

岡山市保健福祉局事業者指導課長 

 

介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の 

強化・徹底について 

 

８月３１日に、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風第

１０号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の利用者が亡くなるという痛ましい被

害がありました。 

このたび、今回の被害の状況を踏まえて特に留意すべき事項について、厚生労働省から

周知依頼の通知がありました（岡山市事業者指導課HP掲載。下記URL参照。）。 

各施設等におかれましては、情報の把握及び避難の判断や非常災害対策計画の策定及

び避難訓練に関する別添のチェック表に沿って自主点検をしていただき、非常災害時の対

応について、より一層のご注意をいただき遺漏なきようよろしくお願いします。 

自主点検にあたっては、非常災害対策計画は、実際に災害が起こった際に実効性のある

ものとすることが重要であることから、厚生労働省通知を参考のうえ、各施設等の状況や地

域の実情を踏まえた内容となっているかを改めてご確認いただくようお願いします。 

また、厚生労働省通知に記載しているとおり、非常災害対策計画の策定状況や避難訓

練の実施状況については、厚生労働省通知（別紙）の「調査項目案（予定）」の「３ 対象施

設」に対しては年末時点の状況を調査する予定ですので、ご承知おきください。 

 

担 当：岡山市保健福祉局事業者指導課 

電 話：086-212-1013（通所事業者係） 

     086-212-1014（施設係） 

 

記 

 

○厚生労働省通知：「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体

制整備の強化・徹底について」（平成28年９月９日老総発0909第１号、老高発0909第

１号、老振発0909第１号、老老発0909第１号） 

【岡山市事業者指導課トップページ →お知らせ→H28.9.2 非常災害対策等について】 

  ※岡山市防災マニュアル【詳細版第3版】（平成28年7月作成）もあわせてご参照ください。

URL:http://www.city.okayama.jp/soumu/bousai/bousai_00179.html 
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〇主な具体的確認項目チェック表（岡山市作成）
☑

　１，水害 ・土砂災害 を含む非常災害対策計画が策定されているか。 □

　２，非常災害対策計画に以下の項目が含まれているか □

①介護保険施設等の立地条件（地形等）の検証 □

　具体的にどういった災害の危険性が高いかを見極めて、より具体的で実効性のある、的確な対策
を策定するために、各施設等の地形的特徴（急傾斜地が近くにある、低地にある、地盤が弱い地
域にある等）を検証すること。

②災害に関する情報の入手方法　（「避難準備情報」等の入手方法の確認　等） □

　テレビ、ラジオの他、利用者の安全を確保するために必要な情報の入手手段を、停電等の場合
も含め確保すること。「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報については岡山市緊急速報（エリア）
メール、おかやま防災ポータル（http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/）、緊急告知ラジオ
（市から貸出）などにより入手。【参照：岡山市防災マニュアル（第３版）】

③災害時の連絡先及び通信手段の確認　（自治体、家族、職員 等） □

　停電時には使用できない電話もあるなど、停電時も含め、連絡方法や連絡網を記載すること。

④避難を開始する時期、判断基準　（「避難準備情報発令」時　等） □

　近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼ることなく、
利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じることがで
きるよう計画を作成すること。　【参照：別添２「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保につい
て（周知依頼）」】

⑤避難場所　（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース　等） □

　市が指定する近隣の避難場所を記載すると共に、施設外への立ち退き避難が危険であり施設内
での避難を行う場合など、状況ごとに避難場所を想定すること。

□

　利用者の安全を確保するために必要な検証（所要時間、車いすが通れるか、冠水しないか等）を
行った上での避難経路を設定すること。

□

　利用者等の身体状況の違い（車いす、寝たきり等）も加味しそれぞれに合った適切な避難方法の
設定をすること。

□

利用者の安全の確保が行える、より具体的で実効性のある体制整備を行うこと。

□

市との情報共有、地域の関係者（町内会、消防団、近隣施設、運営推進会議等）との連携及び協
力を行うこと。

□

□

実施（予定）時期　【 平成　　　　年　　　　月　　　　日 】

□また、水害・土砂災害の場合を含む避難訓練が実施されていない場合、実施予定時期はいつか。

訓練の実施にあたっては、その結果を検証し非常災害対策計画の見直しを行うこと。
夜間を想定した訓練も行うなど、混乱が予想される状況にも対応できるよう訓練を実施すること。

項目

　３，非常災害対策計画の内容の職員間での周知及び共有はなされているか。

　４，非常災害対策計画の事業所内への掲示はなされているか。

　５，水害・土砂災害の場合を含む避難訓練が実施されたか。

　「非常災害対策計画」の内容に、必要な項目が盛り込まれているかを確認する。
　項目については、混乱が予想される状況下においても、入所者等の安全を確保するための行動が迅
速にできるよう、より具体的で実効性のあるものとすること。

⑥避難経路　（避難場所までのルート（複数） 、所要時間　等）

⑦避難方法　（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）　等）

⑧災害時の人員体制 、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数　等）

⑨関係機関との連携体制

　ここでいう「非常災害対策計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画
を含む）及び水害・土砂災害、地震等の各種災害に対処するための計画をいう。
　実際に災害が起こった際にも入所者等の安全が確保できるよう、あらかじめ実効性のある計画を作成
すること。

　策定された非常災害対策計画は、一部の職員だけでなく、全ての職員が共有し、だれでも適切な対
応がとれる実効性のある体制づくりを行うこと。

　策定された非常災害対策計画は、一過性の周知だけではなく、常に見やすい場所に掲示して、周知
徹底が図られることにより、実効性のあるものとすること。
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